
 

議案第２８号 

 

   所沢市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 

 

 所沢市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別記のとおり制定する。 

 

  令和８年 ２月１８日提出 

                 所沢市長 小野塚 勝 俊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 国民健康保険税の税率等の見直し及び子ども・子育て支援金の創設に伴う子ど

も・子育て支援納付金課税額の追加について、所要の改正を行うとともに、規定

の整備をいたしたく、本案を提案するものである。 
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所沢市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

所沢市国民健康保険税条例（昭和３２年告示第１５７号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第１項第１号中「及び介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「介 

護納付金」という。）」の次に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）の規定による子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ど

も・子育て支援納付金」という。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

⑷ 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用（埼玉県の国民健康保険に関する特別会計

において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部

分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第２条第２項ただし書中「６５万円」を「６６万円」に改め、同条第３項ただ

し書中「２４万円」を「２６万円」に改め、同条に次の１項を加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項の

世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定し

た所得割額及び被保険者均等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳に達す

る日以後の最初の３月３１日の翌日以後である被保険者（以下「１８歳以上被

保険者」という。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額を加算した額

とする。 

第３条第１項中「次条及び第６条」を「第５条、第６条及び第７条の２」に、

「１００分の６．９６」を「１００分の８．５１」に改める。 

 第３条の２を削る。 

 第４条及び第５条を次のように改める。 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額） 

第４条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について４３，０６５
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円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額） 

第５条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００分の 

３．２２を乗じて算定する。 

第５条の２中「１６，０００円」を「１２，８８５円」に改める。 

第６条の見出し中「に係る」の次に「介護納付金課税額の」を加え、同条中「 

１００分の２．４１」を「１００分の２．７７」に改める。 

第７条の見出し中「に係る」の次に「介護納付金課税額の」を加え、同条中「 

１７，０００円」を「１７，３５４円」に改め、同条の次に次の３条を加える。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割

額） 

第７条の２ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００分

の０．２４を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額） 

第７条の３ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，７１０

円とする。 

（１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被

保険者均等割額） 

第７条の４ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保険

者１人について１２１円とする。 

第１９条第１項中「６５万円」を「６６万円」に、「２４万円」を「２６ 

万円」に、「並びに同条第４項本文」を「、同条第４項本文」に改め、「１７ 

万円）」の次に「及び同条第５項の子ども・子育て支援納付金課税額か 

ら当該各号エに掲げる額を減額して得た額」を加え、同項第１号中「特定同一世
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帯所属者」の次に「（国民健康保険法第６条第８号の規定により被保険 

者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同 

一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）」を加え、同号ア中「２８，９１０

円」を「３０，１４６円」に改め、同号イ中「１１，２００円」を「９，０２０

円」に改め、同号ウ中「に係る」の次に「介護納付金課税額の」を加え、「 

１１，９００円」を「１２，１４８円」に改め、同号に次のように加える。 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １

人について １，１９７円 

第１９条第１項第２号ア中「２０，６５０円」を「２１，５３３円」に改め、

同号イ中「８，０００円」を「６，４４３円」に改め、同号ウ中「に係る」の次

に「介護納付金課税額の」を加え、「８，５００円」を「８，６７７円」に改め、

同号に次のように加える。 

エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １

人について ８５５円 

第１９条第１項第３号ア中「８，２６０円」を「８，６１３円」に改め、同号

イ中「３，２００円」を「２，５７７円」に改め、同号ウ中「に係る」の次に

「介護納付金課税額の」を加え、「３，４００円」を「３，４７１円」に改め、

同号に次のように加える。 

エ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １

人について ３４２円 

第１９条第２項第１号ア中「６，１９５円」を「６，４５９円」に改め、同号

イ中「１０，３２５円」を「１０，７６６円」に改め、同号ウ中「１６，５２０
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円」を「１７，２２６円」に改め、同号エ中「２０，６５０円」を「２１，５３２

円」に改め、同項第２号ア中「２，４００円」を「１，９３２円」に改め、同号

イ中「４，０００円」を「３，２２１円」に改め、同号ウ中「６，４００円」を

「５，１５４円」に改め、同号エ中「８，０００円」を「６，４４２円」に改め、 

同条第３項第２号中「第５条」を「第４条」に改め、同項第３号中「第３条の２」

を「第５条」に改め、同項に次の２号を加える。 

⑺ 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所

得割額 当該出産被保険者につき第７条の２の規定により算定した所得割額

の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属

する月数を乗じて得た額 

⑻ 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額 当該出産被保険者につき第７条の３の規定により算定した

被保険者均等割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間の

うち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

附則第４項、第５項及び第７項から第１２項までの規定中「第３条の２」を

「第５条」に改め、「第６条」の次に「、第７条の２」を加える。 

附則第１３項及び第１４項中「、第３条の２」を「、第５条」に改め、「第６

条」の次に「、第７条の２」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の所沢市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。 
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